
船舶事故等調査報告書 

平成２４年１１月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１２門第８９号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２４年５月２６日 ０８時１０分ごろ 

発生場所 関門港下関区あるかぽーと岸壁北東方沖 

 山口県下関市所在の下関市あるかぽーと東防波堤灯台から真方位０

７７°３７０ｍ付近 

（概位 北緯３３°５７.３′ 東経１３０°５６.９′） 

事故等調査の経過  平成２４年６月１２日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 護衛艦 ひゅうが、１３,９５０トン（排水量） 

   １８１（艦船国籍証書の番号）、防衛省 

Ｂ 引船 碧
へき

鳳
ほう

丸、１９８トン 

   １３１３８３、株式会社シーゲートコーポレーション 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、運航１級（防衛省基準） 

Ｂ 船長Ｂ、三級海技士（航海） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷船尾部機関砲台座塗装剝離 

Ｂ 船橋右舷側凹損 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａほか２９３人が乗り組み、左舷船尾付近にＢ船を、

左舷船首付近にもう１隻の引船（以下「Ｃ船」という。）をそれぞれ

配置し、あるかぽーと岸壁北東方沖を約４ノット（kn）の速力（対地

速力、以下同じ。）で南西進中、平成２４年５月２６日０８時１０分

ごろＡ船の左舷船尾部に設けられた機関砲台座とＢ船の船橋右舷側と

が衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂほか３人が乗り組み、Ｃ船と共にＡ船の着岸支援作

業に当たり、タグラインを渡すために約４kn の速力でＡ船の左舷船尾

付近を南西進しながら接近したものの、船長Ｂが、打ち合わせていた

タグラインを渡す時期よりも早めにＡ船に接近したので、Ａ船から離

れようとＢ船を後進させたところ、Ｂ船とＡ船とが衝突した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 東、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約０.３ｍ、潮汐 上げ潮の初期、潮流 東流約４.８kn

 その他の事項 

 

Ａ船の左舷船尾部には、機関砲台座が設けられ、左舷側に約５ｍ張

り出していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 

Ａ なし、Ｂ あり 



 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、あるかぽーと岸壁北東方沖において、Ａ船の左舷側にＢ船

及びＣ船をそれぞれ配置して着岸作業中、船長Ｂが、打ち合わせてい

たタグラインを渡す時期よりも早めにＡ船に接近したので、Ａ船から

離れようとＢ船を後進させたが、Ａ船の左舷船尾部に機関砲台座が設

けられていることを失念し、航行方向に対する見張りを適切に行って

いなかったことから、Ａ船の左舷船尾部に設けられた機関砲台座とＢ

船の船橋右舷側とが衝突した可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船が、あるかぽーと岸壁北東方沖において、Ａ船の左

舷側にＢ船及びＣ船をそれぞれ配置して着岸作業中、船長Ｂが、Ａ船

から離れようとＢ船を後進させる際、見張りを適切に行っていなかっ

たため、Ａ船の左舷船尾部に設けられた機関砲台座とＢ船の船橋右舷

側とが衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・航行中は、常時進行方向に対する見張りを行うこと。 

 




